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（
危
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管
理
課
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三

◇
香
川
県
防
災
対
策
基
本
条
例
（
平
成
十
八
年
香
川
県
条
例
第
五
十
七
号
）

１
　
本
県
に
お
い
て
は
、
平
成
十
六
年
の
台
風
災
害
に
よ
り
、
戦
後
最
大
規
模
の
浸
水
被
害

や
土
砂
災
害
が
発
生
し
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
今
世
紀
前
半
に
も
南
海
地

震
の
発
生
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
防
災
対
策
は
、
県
、
市
町
等
公
的
な
機
関

が
行
う
災
害
へ
の
対
応
を
中
心
に
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、

公
的
な
機
関
が
行
う
防
災
対
策
の
み
な
ら
ず
、
県
民
が
自
ら
行
う
防
災
対
策
が
重
要
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
県
民
が
自
ら
の
身
は
自
ら
で
守
る
「
自
助
」
、
地
域
の
安
全
は
地
域
住
民

が
互
い
に
助
け
合
っ
て
守
る
「
共
助
」
及
び
行
政
に
よ
る
「
公
助
」
と
い
う
理
念
の
下
、

県
民
、
市
町
及
び
県
が
協
働
し
て
防
災
対
策
を
行
う
と
い
う
考
え
を
県
民
、
市
町
及
び
県

が
共
有
し
、
災
害
に
強
い
県
づ
く
り
を
行
う
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
県
民
は
、
自
ら
防
災
対
策
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
に
お
い
て
相
互
に
連
携
し
て
防
災

対
策
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
県
民
は
、
防
災
知
識
の
習
得
、
不
動
産
取
引
の
際
の
災
害
情
報
の
提
供
、
建
築
物
等
の

防
災
対
策
、
用
具
の
備
え
、
物
資
の
備
蓄
、
要
援
護
者
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
で
避
難
に

支
援
が
必
要
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
の
自
己
情
報
の
提
供
、

自
主
防
災
組
織
へ
の
参
加
等
の
災
害
予
防
対
策
と
災
害
時
に
お
け
る
自
主
避
難
、
車
両
使

用
の
自
粛
、
危
険
建
築
物
等
か
ら
の
避
難
等
の
災
害
応
急
対
策
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と

と
し
た
。

４
　
自
主
防
災
組
織
は
、
災
害
危
険
場
所
の
確
認
、
要
援
護
者
へ
の
支
援
体
制
の
整
備
、
災

害
時
の
地
域
住
民
の
行
動
基
準
の
作
成
、
防
災
意
識
の
啓
発
、
物
資
等
の
備
蓄
、
市
町
等

と
の
連
携
等
の
災
害
予
防
対
策
と
災
害
時
に
お
け
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
、
救
助
、
避

難
誘
導
等
の
災
害
応
急
対
策
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

５
　
事
業
者
は
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
等
の
災
害
予
防
対
策
と
災
害
時
に
お
け
る
情
報
の

収
集
及
び
提
供
、
救
助
、
避
難
誘
導
等
の
災
害
応
急
対
策
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
住
民
、

自
主
防
災
組
織
、
市
町
及
び
県
の
防
災
対
策
へ
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

６
　
学
校
等
の
設
置
者
又
は
管
理
者
は
、
災
害
及
び
防
災
に
関
す
る
教
育
の
実
施
に
努
め
る

こ
と
と
し
た
。

７
　
市
町
は
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
災
害
か
ら
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財

産
を
守
る
た
め
、
県
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
災
害
に
的
確
か
つ
迅
速
に
対
応
す
る
こ

と
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

８
　
県
は
、
災
害
か
ら
県
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
る
た
め
、
市
町
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
市
町
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
災
害
に
強
い
県
土
づ
く
り
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

９
　
市
町
又
は
県
は
、
防
災
意
識
の
啓
発
、
災
害
情
報
の
提
供
、
自
主
防
災
組
織
へ
の
支
援
、

情
報
伝
達
体
制
の
整
備
、
避
難
計
画
の
作
成
、
物
資
の
備
蓄
、
地
域
防
災
力
の
強
化
、
医

療
救
護
体
制
の
整
備
、
公
衆
衛
生
の
確
保
、
輸
送
体
制
の
整
備
、
他
の
地
方
公
共
団
体
等

と
の
連
携
体
制
の
整
備
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
支
援
、
公
共
施
設
の
整
備
、
職
員
へ

の
研
修
等
の
災
害
予
防
対
策
と
災
害
時
の
応
急
体
制
の
確
立
、
災
害
発
生
情
報
の
収
集
及

び
提
供
等
の
災
害
応
急
対
策
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１０

県
は
、
防
災
対
策
の
数
値
目
標
の
設
定
、
実
施
状
況
の
定
期
的
な
点
検
等
を
行
う
こ
と

と
し
た
。

１１

県
民
等
は
、
自
ら
の
防
災
対
策
を
定
期
的
に
点
検
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

１２

県
民
等
並
び
に
市
町
及
び
県
は
、
防
災
訓
練
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
し
た
。
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二

１３

県
民
防
災
週
間
（
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
同
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
以
後
の
年
に
あ

っ
て
は
、
同
日
に
応
当
す
る
日
）
を
初
日
と
す
る
一
週
間
）
を
設
け
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と
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１４

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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